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�
�
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�
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国
民
健
康
保
険
料

市
県
民
税

◆
市
か
ら

敬
老
入
浴
券
を

５
月
３１
日
ま
で
交
付

市
は
、
敬
老
入
浴
券
を
５
月

３１
日
ま
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
は
地
域
福
祉
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
０
７
７
）へ
。

【
対
象
】
４
月
１
日
現
在
、

７０
歳
以
上
（
昭
和
６
年
４
月
２

日
以
前
生
ま
れ
）
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

①
独
り
暮
ら
し
（
同
一
敷
地

内
に
家
族
と
居
住
し
て
い
な
い
）

で
公
衆
浴
場
を
利
用
し
た
い

②
自
宅
に
入
浴
設
備
が
な
い

【
交
付
枚
数
】
１
人
１８
枚

【
利
用
期
間
】
来
年
３
月
３１

日
ま
で

【
利
用
で
き
る
浴
場
】
市
内

の
公
衆
浴
場
。
塩
瀬
・
山
口
地

区
の
人
は
宝
塚
荒
神
温
泉
と
有

馬
温
泉
会
館
も
利
用
可

【
申
込
】
印
鑑
と
身
分
を
証

明
す
る
も
の
（
介
護
保
険
証
や

寿
手
帳
な
ど
）
を
持
ち
、
各
地

域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

へ
。
代
理
申
請
の
場
合
、
対
象

者
の
身
分
証
明
、
代
理
人
の
印

鑑
と
身
分
証
明
が
必
要

納
付
が
困
難
な
と
き

お
早
め
に
相
談
を

平
成
１２
年
度
の
国
民
健
康
保

険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

督
促
状
や
催
告
状
を
送
付
し
た

り
、
職
員
が
ご
家
庭
へ
徴
収
に

訪
問
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
、
お
早
め

に
電
話
か
来
庁
に
よ
る
納
付
相

談
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
法
の

改
正
に
よ
り
、
災
害
な
ど
特
別

な
事
情
が
な
く
、
滞
納
（
少
額

分
納
も
含
む
）
が
１
年
以
上
に

な
る
と
、
被
保
険
者
証
を
返
還

し
て
も
ら
い
、
被
保
険
者
資
格

証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
な
ど

の
措
置
が
採
ら
れ
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
国
保
収
納
担
当
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
５

５
）
へ
。

�
水
防
工
法
訓
練
を
実
施

５
月
９
・
１０
日
の
午
後
１
時
半

か
ら
御
前
浜（
西
波
止
町
）で
。

問
合
せ
は
消
防
課
（
０
７
９
８

・
３
２
・
７
３
１
０
）
へ

�
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

《
０
７
９
８
・
２
２
・
９
９
９

９（
ツ
ー
ツ
ー
・
シ
キ
ュ
ウ
）》

５
月
１
日
〜
１５
日
…
初
期
消
火
、

１６
日
〜
３１
日
…
１
１
９
番
の
か

け
方
・
通
報
の
仕
方
。
平
日
の

午
前
８
時
〜
午
後
５
時
（
土
曜

は
午
前
１１
時
）
▽
病
院
情
報
…

平
日
の
午
後
５
時
（
土
曜
は
午

前
１１
時
）
〜
翌
朝
８
時
と
日
曜

・
祝
日
の
２４
時
間

★
消
防
統

計
（
平
成
１３
年
３
月
中
）

火

災
１１
件
（
累
計
２８
件
）
▽
救
急

１
３
３
８
件
（
３
６
４
５
件
）

▽
救
助
１７
件
（
３７
件
）

◆
そ
の
他

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

入
居
者
を
募
集

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
・
一
里
山

荘
は
、
入
居
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
定
員
は
若
干
名
。
費
用

な
ど
問
合
せ
は
同
荘
（
０
７
９

８
・
５
３
・
０
４
１
５
）
へ
。

★
対
象

市
内
に
１
年
以
上

住
み
、
自
炊
や
身
の
回
り
の
こ

と
が
で
き
る
６０
歳
以
上
の
人

★
間
取
り

６
畳
・
３
畳
と

４
畳
半
の
２
タ
イ
プ
。
い
ず
れ

も
台
所
、
便
所
、
押
入
あ
り

平
成
１３
年
度
の
主
な
市
税

の
納
期
限
と
納
税
通
知
書
の

送
付
時
期
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。
必
ず
期
限
内
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。

《
納
期
限
》

★
市
県
民
税
（
普
通
徴
収

分
）
…
第
１
期
・
７
月
２
日

▽
第
２
期
・
８
月
３１
日
▽
第

３
期
・
１０
月
３１
日
▽
第
４
期

・
来
年
１
月
３１
日

★
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
…
第
１
期
・
５
月
３１
日

▽
第
２
期
・
７
月
３１
日
▽
第

３
期
・
１０
月
１
日
▽
第
４
期

・
１２
月
２５
日

★
軽
自
動
車
税
…
５
月
３１

日

《
納
税
通
知
書
の
送
付
時

期
》★

市
県
民
税
（
普
通
徴
収

分
）
…
６
月
５
日

★
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
…
５
月
１０
日

★
軽
自
動
車
税
…
５
月
２

日
ま
た
、
給
与
所
得
者
な
ど

の
皆
さ
ん
が
対
象
の
市
県
民

税
（
特
別
徴
収
分
）
に
つ
い

て
は
、
６
月
か
ら
来
年
５
月

ま
で
の
１２
回
に
分
け
て
給
料

か
ら
差
し
引
き
、
勤
務
先
の

会
社
を
通
じ
て
納
め
て
も
ら

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
納
税

通
知
書
は
勤
務
先
の
会
社
へ

５
月
１１
日
に
送
付
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】
市
県
民
税

…
市
民
税
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
２
１
４
）
▽
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
…
資

産
税
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
２
６
９
）
、
北
部
税
務

課
（
０
７
９
７
・
６
１
・
０

０
４
８
）
▽
軽
自
動
車
税
…

税
務
管
理
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
２
０
９
）
▽
納
税

に
つ
い
て
…
納
税
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
２
３
８
）

元
気
い
っ
ぱ
い
遊
ん
で
ね
―

教
育
委
員
会
は
、
市
立
小
学
校

の
運
動
場
（
校
庭
）
を
子
供
た

ち
の
遊
び
や
活
動
の
場
と
し

て
、
第
２
・
４
土
曜
日
な
ど
に

開
放
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
は
社
会
教
育
・
文
化

財
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

８
６
６
）
へ
。
開
放
日
は
次
の

と
お
り
。
ま
た
、
利
用
の
ル
ー

ル
を
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
開
放
日
】
お
お
む
ね
第
２

・
４
土
曜
（
１
学
期
…
４
月
２８

日
、
５
月
１２
・
２６
日
、
６
月
９

・
２３
日
、
７
月
１４
日
▽
２
学
期

…
９
月
８
・
２２
日
、
１０
月
６
日

か
１３
日
・
２７
日
、
１１
月
１０
・
２４

日
、
１２
月
８
・
２２
日
▽
３
学
期

…
来
年
１
月
１２
・
２６
日
、
２
月

９
・
２３
日
、
３
月
９
・
２３
日
）

※
時
間
は
午

前
８
時
半
〜
正

午
。
天
候
不
良

や
学
校
行
事

（
登
校
日
）、
地

域
行
事
に
よ
り

中
止
す
る
場
合

あ
り※

５
月
１
日

〜
８
月
３１
日
の

土
・
日
曜
、
祝

日
も
開
放
。
時

間
は
午
前
８
時
半
〜
午
後
６
時

に
延
長
（
た
だ
し
、
登
校
日
は

下
校
後
の
利
用
）

【
利
用
の
ル
ー
ル
】
ボ
ー
ル

な
ど
の
遊
具
は
各
自
で
用
意
す

る
▽
他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か

け
な
い
▽
学
校
の
施
設
を
壊
し

た
り
、
傷
め
た
り
し
な
い
▽
校

舎
や
体
育
館
の
中
に
勝
手
に
入

ら
な
い
▽
け
が
を
し
な
い
よ
う

に
注
意
す
る
▽
け
が
を
し
た

り
、
学
校
の
施
設
を
破
損
し
た

場
合
は
申
し
出
を

教
育
委
員
会
は
、
市
立
１６
小

学
校
の
会
議
室
な
ど
を
「
地
域

交
流
室
」
と
し
て
地
域
に
開
放

し
て
い
ま
す
。
利
用
希
望
団
体

・
グ
ル
ー
プ
は
、
各
校
区
の
学

校
へ
使
用
団
体
登
録
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
施
設
計
画
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
８
２
９
）

へ
。【

地
域
交
流
室
設
置
小
学
校
】

西
宮
浜
、
香
櫨
園
、
大
社
、
広

田
、
甲
東
、
上
ケ
原
、
津
門
、

今
津
、
鳴
尾
、
南
甲
子
園
、
甲

子
園
浜
、
鳴
尾
北
、
山
口
、
北

六
甲
台
、
船
坂
、
東
山
台

【
開
放
時
間
】
年
末
年
始
を

除
く
、
午
前
９
時
〜
午
後
９
時

（
学
校
行
事
な
ど
に
よ
り
異
な

る
場
合
あ
り
）

【
年
間
使
用
で
き
る
団
体
】

各
校
区
内
で
、
生
涯
学
習
や
地

域
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体
・

グ
ル
ー
プ
（
営
利
・
宗
教
・
政

治
的
活
動
を
行
う
団
体
や
、
学

校
の
管
理
運
営
に
支
障
が
あ
る

場
合
を
除
く
）

※
地
域
交
流
室
が
な
い
小
学

校
で
も
、
自
治
会
や
老
人
ク
ラ

ブ
な
ど
は
、
学
校
の
管
理
運
営

に
支
障
が
な
い
と
き
、
会
議
室

な
ど
を
使
用
で
き
ま
す

課
税
・
所
得
証
明
書

の
発
行
開
始
日

平
成
１３
年
度
の
市
県
民
税

の
課
税
証
明
書
や
所
得
証
明

書
に
つ
い
て
、
特
別
徴
収
の

人
は
５
月
１１
日
か
ら
、
普
通

徴
収
の
人
は
６
月
５
日
か
ら

発
行
す
る
予
定
で
す
。

問
合
せ
は
税
務
管
理
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２

５
１
）
へ
。

厚
生
労
働
省
は
、
非
加
熱
血

液
凝
固
因
子
製
剤
を
投
与
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
次
の
対
象
者
に
、

Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

査
の
受
診
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。【

対
象
】
昭
和
４７
年
〜
６３
年

の
間
に
次
の
よ
う
な
病
気
に
よ

り
、
公
表
医
療
機
関
（
３
月
２９

日
の
主
要
日
刊
紙
、
同
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ「h

ttp
:/
/
w
w
w
.

m
h
lw
.g
o
.jp
/

」
に
掲
載
）

に
入
院
し
た
こ
と
が
あ
る
人

◎
新
生
児
出
血
症
（
新
生
児

メ
レ
ナ
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｋ
欠
乏
症

ほ
か
）
な
ど
の
病
気
で
「
血
が

止
ま
り
に
く
い
」
と
指
摘
を
受

け
た
人

◎
肝
硬
変
や
劇
症
肝
炎
で
入

院
し
、
出
血
が
著
し
か
っ
た
人

◎
食
道
静
脈
瘤（
り
ゅ
う
）の

破
裂
や
消
化
器
系
疾
患
で
大
量

の
吐
下
血
が
あ
っ
た
人

◎
大
量
に
出
血
す
る
よ
う
な

手
術
を
受
け
た
人
（
出
産
時
の

大
量
出
血
も
含
む
）

当
時
、
非
加
熱
血
液
凝
固
因

子
製
剤
を
投
与
さ
れ
た
人
は
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
と
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

該
当
す
る
皆
さ
ん
は
、
原
則

と
し
て
投
与
さ
れ
た
医
療
機
関

で
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い

（
転
居
な
ど
に
よ
り
困
難
な
場

合
、
他
の
公
表
医
療
機
関
で
の

受
診
も
可
）。７
月
３１
日
ま
で
、

検
査
費
用
は
無
料
で
す
。
な
お
、

診
療
録
が
な
い
な
ど
投
与
状
況

を
確
認
で
き
な
い
場
合
で
も
、

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。問

合
せ
は
市
保
健
総
務
課

（
０
７
９
８
・
２
６
・
３
６
６

６
）
へ
。

市
な
ど
は
、「
特
設
人
権
相
談
所
」

を
市
民
相
談
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１

階
）
で
開
設
し
ま
す
。
日
時
は
５
月

１
日
の
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で
。

子
供
の
い
じ
め
や
外
国
人
に
対
す

る
差
別
、
い
や
が
ら
せ
な
ど
の
相
談

に
つ
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
や
法
務

局
職
員
が
対
応
し
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
。
問
合
せ
は
市
民
相
談
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
０
１
）
へ
。

友友達達やや家家族族とと遊遊ぼぼうう

市
立
１６
小
学
校
に

特設人権相談所

地
域
交
流
室

５月１日に開く

第２・４土曜など

市立小学校の運動場を開放

会
議
室
な
ど
を

利
用
で
き
ま
す

肝炎検査を受けて

昭和４７年～６３年に非加熱製剤を
投与されたと思われる皆さんへ

平
成
１３
年
度
市
県
民
税
な
ど

期
限
内
に
納
付
を

（３） 平成１３年（２００１年）４月２５日


